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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成24年12月6日(2012.12.6)

【公開番号】特開2011-145412(P2011-145412A)
【公開日】平成23年7月28日(2011.7.28)
【年通号数】公開・登録公報2011-030
【出願番号】特願2010-5267(P2010-5267)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/02     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ  15/02    １０３　
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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月23日(2012.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芯材と、
　螺旋状に前記芯材に固定され、清掃の対象である被清掃部材と接触する複数条の発泡体
と、
　を備え、
　前記複数条の発泡体の少なくとも１条の発泡体は、前記芯材の長手方向と直交する前記
発泡体の断面において、前記発泡体の幅方向の少なくとも一方の端部の前記芯材からの高
さが、幅方向の中央部の高さよりも高いことを特徴とする清掃部材。
【請求項２】
　前記断面において、前記発泡体の幅方向で複数条の前記発泡体が繋がっている請求項１
に記載の清掃部材。
【請求項３】
　前記発泡体の長手方向に切れ目が形成されている請求項１又は２に記載の清掃部材。
【請求項４】
　前記複数条の発泡体の少なくとも１条の前記発泡体において、前記発泡体が前記芯材に
螺旋状に配置された状態で、前記断面において、前記発泡体の幅方向の端部から幅方向の
中央部に向けて応力が作用している請求項１～３の何れか１項に記載された清掃部材。
【請求項５】
　前記発泡体は、長手方向に張力が付与された状態で前記芯材に巻き付けられた請求項１
～４の何れか１項に記載された清掃部材。
【請求項６】
　前記複数条の発泡体の少なくとも１条の前記発泡体は長手方向に張力が付与された状態
で前記芯材に巻きつけられ、
前記芯材に巻きつけられていない状態において、前記発泡体の長手方向と直交する断面は
矩形状であり、
前記芯材に巻き付けられた状態で、前記芯材の長手方向と直交する前記発泡体の断面にお
ける前記発泡体の幅方向の少なくとも一方の端部の高さは、前記芯材に巻き付けられてい
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ない状態の高さよりも高いとともに、幅方向の中央部は、前記芯材に巻き付けられていな
い状態の高さよりも低い請求項５に記載の清掃部材。
【請求項７】
　複数条の前記発泡体の少なくとも１条は、他の前記発泡体の材質と異なる請求項１～６
の何れか１項に記載の清掃部材。
【請求項８】
　前記芯材の長手方向と直交する前記発泡体の断面において、複数条の前記発泡体の少な
くとも１条の幅方向の寸法は、他の前記発泡体の幅方向の寸法と異なる請求項１～７の何
れか１項に記載の清掃部材。
【請求項９】
　前記芯材の長手方向と直交する前記発泡体の断面において、複数条の前記発泡体の少な
くとも１条の高さ方向の寸法は、他の前記発泡体の高さ方向の寸法と異なる請求項１～８
の何れか１項に記載の清掃部材。
【請求項１０】
　回転して像保持体の表面を帯電する帯電部材と、
　複数条の発泡体が前記帯電部材の表面に接触して前記帯電部材を清掃する請求項１～９
の何れか１項に記載された清掃部材と、
　を備えた帯電装置。
【請求項１１】
　回転するとともに、被転写部材に画像を転写する転写部材と、
　複数条の発泡体が前記転写部材の表面に接触して前記転写部材を清掃する請求項１～９
の何れか１項に記載された清掃部材と、
　を備えた転写装置。
【請求項１２】
　像保持体と、
　前記像保持体の表面を帯電する請求項１０に記載の帯電装置と、
　を備え、本体に対して交換可能に組み付けられる組立体。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の組立体と、
前記帯電装置により帯電された前記像担持体の表面を露光して静電潜像を形成する露光装
置と、
　前記像保持体に表面に形成された静電潜像を現像する現像装置と、
　を備えた画像形成装置。
【請求項１４】
　像保持体と、
　前記像保持体の表面を帯電する請求項１０に記載の帯電装置と、
　前記帯電装置によって帯電した前記像保持体の表面を露光して静電潜像を形成する露光
装置と、
　前記像保持体の表面に形成された静電潜像を現像する現像装置と、
　前記像保持体の表面に現像された像を被転写部材に転写する転写装置と、
　を備えた画像形成装置。
【請求項１５】
　長手方向に切れ目が入れられた発泡体を芯材に対して巻きつけ、前記芯材の長手方向と
直交する前記発泡体の断面において、前記発泡体の幅方向の少なくとも一方の端部の前記
芯材からの高さが、幅方向の中央部の高さよりも高くなるように張力を付与しながら、前
記芯材に螺旋状に固定することを特徴とする清掃部材の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００４】
本発明の課題は、螺旋状に芯材に固定された発泡体で構成される清掃部材の清掃の性能を
向上させることである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　請求項１の発明は、芯材と、螺旋状に前記芯材に固定され、清掃の対象である被清掃部
材と接触する複数条の発泡体と、を備え、前記複数条の発泡体の少なくとも１条の発泡体
は、前記芯材の長手方向と直交する前記発泡体の断面において、前記発泡体の幅方向の少
なくとも一方の端部の前記芯材からの高さが、幅方向の中央部の高さよりも高いことを特
徴とする清掃部材である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の発明において、前記断面において、前記発泡体の
幅方向で複数条の前記発泡体が繋がっている清掃部材である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　請求項３の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、前記発泡体の長手方向に切
れ目が形成されている清掃部材である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項４の発明は、請求項１～３の何れか１項に記載の発明において、前記複数条の発
泡体の少なくとも１条の前記発泡体において、前記発泡体が前記芯材に螺旋状に配置され
た状態で、前記断面において、前記発泡体の幅方向の端部から幅方向の中央部に向けて応
力が作用している清掃部材である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項５の発明は、請求項１～４の何れか１項に記載の発明において、前記発泡体は、
長手方向に張力が付与された状態で前記芯材に巻き付けられた清掃部材である。
【手続補正８】



(4) JP 2011-145412 A5 2012.12.6

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項６の発明は、請求項５に記載の発明において、前記複数条の発泡体の少なくとも
１条の前記発泡体は長手方向に張力が付与された状態で前記芯材に巻きつけられ、前記芯
材に巻きつけられていない状態において、前記発泡体の長手方向と直交する断面は矩形状
であり、前記芯材に巻き付けられた状態で、前記芯材の長手方向と直交する前記発泡体の
断面における前記発泡体の幅方向の少なくとも一方の端部の高さは、前記芯材に巻き付け
られていない状態の高さよりも高いとともに、幅方向の中央部は、前記芯材に巻き付けら
れていない状態の高さよりも低い清掃部材である。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項７の発明は、請求項１～６の何れか１項に記載の発明において、複数条の前記発
泡体の少なくとも１条は、他の前記発泡体の材質と異なる清掃部材である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項８の発明は、請求項１～７の何れか１項に記載の発明において、前記芯材の長手
方向と直交する前記発泡体の断面において、複数条の前記発泡体の少なくとも１条の幅方
向の寸法は、他の前記発泡体の幅方向の寸法と異なる清掃部材である。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項９の発明は、請求項１～８の何れか１項に記載の発明において、前記芯材の長手
方向と直交する前記発泡体の断面において、複数条の前記発泡体の少なくとも１条の高さ
方向の寸法は、他の前記発泡体の高さ方向の寸法と異なる清掃部材である。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項１０の発明は、回転して像保持体の表面を帯電する帯電部材と、複数条の発泡体
が前記帯電部材の表面に接触して前記帯電部材を清掃する請求項１～９の何れか１項に記
載された清掃部材と、を備えた帯電装置である。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項１１の発明は、回転するとともに、被転写部材に画像を転写する転写部材と、複
数条の発泡体が前記転写部材の表面に接触して前記転写部材を清掃する請求項１～９の何
れか１項に記載された清掃部材と、を備えた転写装置である。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項１２の発明は、像保持体と、前記像保持体の表面を帯電する請求項１０に記載の
帯電装置と、を備え、本体に対して交換可能に組み付けられる組立体である。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項１３の発明は、請求項１２に記載の組立体と、前記帯電装置により帯電された前
記像担持体の表面を露光して静電潜像を形成する露光装置と、前記像保持体に表面に形成
された静電潜像を現像する現像装置と、を備えた画像形成装置である。
　請求項１４の発明は、像保持体と、前記像保持体の表面を帯電する請求項１０に記載の
帯電装置と、前記帯電装置によって帯電した前記像保持体の表面を露光して静電潜像を形
成する露光装置と、前記像保持体の表面に形成された静電潜像を現像する現像装置と、前
記像保持体の表面に現像された像を被転写部材に転写する転写装置と、を備えた画像形成
装置である。
　請求項１５の発明は、長手方向に切れ目が入れられた発泡体を芯材に対して巻きつけ、
前記芯材の長手方向と直交する前記発泡体の断面において、前記発泡体の幅方向の少なく
とも一方の端部の前記芯材からの高さが、幅方向の中央部の高さよりも高くなるように張
力を付与しながら、前記芯材に螺旋状に固定することを特徴とする清掃部材の製造方法で
ある。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　請求項１の清掃部材によれば、芯材に固定された発泡体が１条である場合と比して、螺
旋状に芯材に固定された発泡体で構成される清掃部材の清掃の性能が向上する。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　請求項２の清掃部材によれば、芯材に固定された発泡体が１条である場合と比して、螺
旋状に芯材に固定された発泡体で構成される清掃部材の清掃の性能が向上する。
【手続補正１８】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　請求項３の清掃部材によれば、芯材に固定された発泡体が１条である場合と比して、螺
旋状に芯材に固定された発泡体で構成される清掃部材の清掃の性能が向上する。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　請求項４に記載の清掃部材によれば、芯材の長手方向と直交する発泡体の断面において
、発泡体の幅方向の端部から幅方向の中央部に向けて応力が作用していない場合と比して
、螺旋状に芯材に固定された発泡体で構成される清掃部材の清掃の性能が向上する。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
請求項５に記載の清掃部材によれば、芯材の長手方向と直交する発泡体の断面において、
発泡体の幅方向の一方の端部の芯材からの高さが、幅方向の中央部の高さよりも高い発泡
体とすることができる。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　請求項６に記載の清掃部材によれば、芯材の長手方向と直交する発泡体の断面において
、発泡体の幅方向の一方の端部の芯材からの高さが、幅方向の中央部の高さよりも高い発
泡体とすることができる。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　請求項７に記載の清掃部材によれば、複数条の発泡体の材質が全て同じである場合と比
して、螺旋状に芯材に固定された発泡体で構成される清掃部材の清掃の性能が向上する。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　請求項８に記載の清掃部材によれば、複数条の発泡体の幅方向の寸法が全て同じである
場合と比して、螺旋状に芯材に固定された発泡体で構成される清掃部材の清掃の性能が向
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上する。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　請求項９に記載の清掃部材によれば、複数条の発泡体の高さ方向の寸法が全て同じであ
る場合と比して、螺旋状に芯材に固定された発泡体で構成される清掃部材の清掃の性能が
向上する。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　請求項１０に記載の帯電装置によれば、請求項１～９の何れか１項に記載された清掃部
材を備えない場合と比して、帯電部材に対する清掃部材の清掃の性能が向上する。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　請求項１１に記載の転写装置によれば、請求項１～９の何れか１項に記載された清掃部
材を備えない場合と比して、転写部材に対する清掃部材の清掃の性能が向上する。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　請求項１２に記載の組立体によれば、請求項１０に記載の帯電装置を備えていない場合
と比して、帯電部材に対する清掃部材の清掃の性能が向上する。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　請求項１３に記載の画像形成装置によれば、請求項１２に記載の組立体を備えていない
場合と比して、帯電部材に対する清掃部材の清掃の性能が向上する。
　請求項１４に記載の画像形成装置によれば、請求項１０に記載の帯電装置を備えていな
い場合と比して、帯電部材に対する清掃部材の性能が向上する。
　請求項１５に記載の製造方法によれば、独立した複数条の発泡体を芯材に巻きつける場
合と比して、生産コストが安価な清掃部材を製造することができる。 
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